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 第208回通常国会において、令和4年6⽉15⽇、「⾼圧ガス保安法等の⼀部を改正する法律」（
令和4年法律第74号。⾼圧ガス保安法、ガス事業法、電気事業法、情報処理の促進に関する法
律の⼀括改正法案）が成⽴。

 本改正により、電気事業法において、①認定⾼度保安実施設置者に係る認定制度、②⼩規模事
業⽤電気⼯作物に係る届出制度等、③登録適合性確認機関による事前確 認制度、の3制度が
導⼊。

１．電気事業法の改正

(3) 登録適合性確認機関による
事前確認制度

(1) 認定⾼度保安実施設置者 (2) ⼩規模事業⽤電気⼯作物
に係る認定制度 に係る届出制度等

登録適合性確認機関が
⼯事計画届出を事前確認

（当⾯は⾵⼒発電設備のみ対象）
事業者 登録適合性確認機関

①依頼 現地の⾵条件・運転条件
⼯事計画 を踏まえつつ、設備設計の

確認⽂書 妥当性を確認

経済産業省
②届出 ⼯事計画の審査

技術基準への適合性

円滑な供給確保

③回答 環境影響評価の反映
⼯事開始

⼩規模な再エネ発電設備を
「⼩規模事業⽤電気⼯作物」

に分類
＜対象設備＞

●太陽電池︓10kW以上50kW未満
●⾵⼒︓20kW未満

＜規制措置＞
①技術基準適合維持義務
②基礎情報の届出
③使⽤前⾃⼰確認結果の届出
※施⼯業者やO&M事業者等へ確認業務

を委託する場合、委託先の情報を届出

⇒①②は既設の再エネ発電設備も対象

「テクノロジーを活⽤しつつ、
⾃⽴的に⾼度な保安を確保
できる事業者」を国が認定

＜認定基準＞
①経営トップの ②⾼度なリスク
コミットメント 管理体制

③テクノロジー ④サイバーセキュリティ
の活⽤ など関連リスクへの対応

＜認定事業者に係る特例＞
●保安規程の記録保存(届出省略)
●主任技術者選解任の記録保存(届出省略)
●定期⾃主検査の実施時期の柔軟化
●使⽤前・定期の安全管理審査を省略
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認定⾼度保安実施設置者制度（概要）
 ⾼圧ガス保安法等の⼀部を改正する法律の施⾏（令和５年12⽉21⽇より）に伴い、「テクノロ

ジーを活⽤しつつ、⾃⽴的に⾼度な保安を確保できる事業者」を認定する制度が開始。

 認定の要件は、経営トップのコミットメント、⾼度なリスク管理体制、テクノロジー（スマート保安技
術）の活⽤、サイバーセキュリティ対策の４要件。

 認定を受けた認定⾼度保安実施設置者は、保安レベルが⼀定⽔準以上であることから、現⾏の⾏為
規制は維持しつつ、届出や審査等の⾏政⼿続の簡略化が認められる。

認定⾼度保安実施設置者の認定要件
⾼度なリスク管理体制

リスク評価とそれに基づく措置を
実施する体制等

経営トップのコミットメント

代表者の責任・⽅針の明⽰、
コンプライアンス体制の整備等

テクノロジーの活⽤

IoT、ビッグデータ・AI、ドローン
等の先端技術の活⽤

サイバーセキュリティなど
関連リスクへの対応

IoT等の保安業務への活⽤を
前提としたサイバー攻撃対策

保安規程の作成
（電気事業法42条）

主任技術者の選任
（電気事業法43条）
使⽤前⾃主検査安

全管理審査
（電気事業法51条）

定期⾃主検査
定期安全管理審査

（電気事業法55条）

⾏政への届出は省略
※規程作成・主任技術者選任義務

は維持しつつ、記録保存

国の審査の省略
⾃主検査時期の柔軟化

※⾃主検査・記録保存は維持

国の審査の省略
※⾃主検査・記録保存は維持

電気事業法において認定⾼度保安実施設置者に認められる事項



認定の審査⽅法について
 新規認定時には、リスクアセスメント等の取組を適切に評価するため、専⾨家が参加する審査会

審査を踏まえて認定を判断する。
 また、合理的かつ迅速な審査⼿続きとする観点から、認定要件に係る申請書類は簡略化し、詳細

は現地調査において確認。
 認定更新時には、既存の書⾯提出は不要としつつ、現地調査等において、認定期間中の事故や法

令違反のおそれのある事案への対応状況、PDCAの取組等を確認し、認定要件への適合性に疑
義が⽣じた場合には、再度審査会審査を⾏い、更新を判断する。

新規認定の場合 更新の場合

認定 更新

書⾯確認

事業者
申請

現地調査
※各要件への適合性を確認

現地調査
※新規認定時からのPDCA実施状況を確認

事業者

申請

【概要（案）】
・審査体制︓経済産業省職員
・審査イメージ︓申請書⾯を確認

【概要（案）】
・審査体制︓経済産業省職員、専⾨家
・審査イメージ︓
本社、電気⼯作物の設置場所（発電所等）を
現地調査、トップへのインタビューや
エビデンス等の提⽰により確認

【概要（案）】
・委員構成︓電⼒システム、保安⼒評価、
スマート保安技術、IoT、サイバーセキュリティ、
リスクマネジメント 等の専⾨家

・審査イメージ︓書⾯審査・現地調査の結果を
踏まえ、認定の可否を審査

審査会審査 審査会審査

＜認定および更新時審査のフロー図＞

事故や法令違反のおそれのある
事案への対応状況、PDCAの取
組等を確認し、認定要件への適
合性に疑義が⽣じた場合

右に該当し
ない場合



⇒国は、認定期間の中間年を⽬安に⽴
⼊検査等により実施状況の確認を⾏う。

⇒重⼤事故や不適切な事象等が発⽣し
た場合も⽴⼊検査等において再発防⽌
策や改善措置等を確認。

認定の有効期間及び要件適合性の確認について
 認定の有効期間は７年間。認定を受けた事業者は、有効期間中に、認定要件の適合性の確認

などについて審査を受け（認定の更新に係る審査）、認定要件の適合性が維持されていると確認
を受けることで、更新を受けた⽇から更に７年間、有効期間を延⻑することができる。

 国は、上記の更新審査のほか、認定期間の中間年を⽬安に⽴⼊検査を⾏って適合性の確認を⾏
うとともに、取消事由が⽣じた場合についても、適合性の確認を⾏う。

認定から更新までのフロー図（中間年⽴⼊検査・取消を含む）

認定申請 認定審査

認 定

更 新更新申請 （＝変更点を中⼼とした審査⼿続）

適宜・適切な
⽴⼊検査

認定の有効期間
（7年）

＝国（経済産業省）で実施
設置者が申請

取消事由
の発⽣

（必要に応じ）
認定取消

○認定要件の維持や、
必要に応じて記録保存
対象となっている保安
規程・主任技術者選
任・⾃主検査実施状況
等を確認
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 FIT制度の開始以降、再エネ発電設備の導⼊数は急速に増加し、設置形態が多様化。それに
伴い、特に⼩規模な再エネ発電設備にに係る公衆災害リスクが懸念されている。

 再エネ発電設備の適切な保安を確保するため、太陽電池発電設備(10kW以上50kW未満)、
⾵⼒発電設備(20kW未満)を「⼩規模事業⽤電気⼯作物」として新たに類型化し、当該電気
⼯作物に①技術基準適合維持義務、②基礎情報の届出及び③使⽤前⾃⼰確認を課す。

 使用前自己確認制度の対象外だった太陽電池発電設備(50kW以上500kW未満)につい
ても、 ③使⽤前⾃⼰確認が義務化された。

⼩規模な再エネ発電設備に係る保安規律の適正化

①技術基準適合維持義務
 事業⽤電気⼯作物への位置づけ変更（※従来は⼀般⽤電気⼯作物）に伴い、設置者に対して、

電気⼯作物が技術基準に適合した状態を維持する義務を課す。

②基礎情報の届出
 所有者情報や設備に係る情報及び保安管理を実務的に担う者等の基礎的な情報の経産省へ

の届出を求める(基礎情報の変更時にも届出を求める)。

③使⽤前⾃⼰確認
 電気⼯作物の運転開始前（使⽤前）に技術基準適合性を確認し、その結果を経産省へ届け

出る「使⽤前⾃⼰確認制度」の対象とする。
 確認業務を専⾨の施⼯業者やO＆M事業者へ委託することを可能とする。この場合、当該委託事

業者の情報についても経産省への届出を求める。

＜⼩規模事業⽤電気⼯作物に係る規制措置＞



（参考）⼩規模な再エネ発電設備に係る保安規律の適正化
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登録適合性確認機関制度の創設

 今般の電気事業法の改正により、専⾨的知⾒を有する事業者を「登録適合性確認機関」と位置
づけ、電気⼯作物の設置者が経産省へ⼯事計画を届け出る前に、当該機関が技術基準への適
合性を事前に確認する制度（登録適合性確認機関制度）を創設。

 本制度の対象は、当⾯は⾵⼒発電設備に限定。登録適合性確認機関は、⾵⼒発電に特有の設
備（ナセル、⽀持物、基礎等）に係る技術基準適合性を確認し、適合する場合にはその旨を記
載した証明書を発⾏。

＜⾵⼒発電設備の⼯事計画確認の流れ＞

設置者

⼯事開始

有識者による
特殊な設備に対する

技術基準適合性の確認

専⾨家会議

⼯事の計画

登録適合性確認機関

回答 認証⽂書

証明書
経済産業省

⼯事計画の届出
必要に応じ確認を求める

⼯事計画の審査

技術基準への適合性

環境影響評価の反映

円滑な供給確保

（設置場所における現地の⾵条件・運転条件等に対する設計妥当性の確認）
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経
済
産
業
省

登録適合性確認機関制度に係る登録⼿続とその論点

登録審査 業務規程

個別案件評価
更
新
審
査

申
請
者

申
請 性

 経済産業省は、①⾵⼒発電設備の性能を評価可能な⾼い専⾨性を有すること、②公正・中⽴に
審査を⾏うことができることという観点から、登録適合性確認機関を厳格に審査。

 登録適合性確認機関は、業務規程を届け出た上で確認業務を開始。経済産業省は、登録更新
（政令で定める期間︓３年）の審査時のみならず機動的に⽴⼊検査を実施し、同機関による適
切な審査を担保。

 加えて、運⽤に当たっては、技術基準への適合性確認審査の迅速化及び技術基準等の不断の
な⾒直し（改善）に努める必要。

＜登録適合性確認機関の登録⼿続きイメージ＞

確 登
認 録
機 適
関 合

登
録

届
出

個別案件評価

(1) 適合性確認を⾏う能⼒の適正な評価
(2) 登録機関の公正性・中⽴性の担保
(3) 審査の迅速化

⽴⼊検査

（必要に応じて）
⽴⼊検査

＜登録適合性確認機関制度に係る論点＞

(4) 技術基準等の不断の⾒直し
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【登録安全管理審査機関連絡先⼀覧】（令和6年4⽉22⽇現在）

a.法第51条第3項 使⽤前安全管理審査（⽕⼒発電設備、燃料電池発電設備、⽔⼒発電設備、⾵⼒発電設備、太陽電池発電設備、蓄電設備、変電設備、送電設備及び需要設備）
b.法第55条第4項 定期安全管理審査（⽕⼒発電設備、燃料電池発電設備及び⾵⼒発電設備）

登録安全管理審査機関による審査について
 電気事業法施⾏規則の改正に伴って、令和5年3⽉20⽇より「登録安全管理審査機関」による

使⽤前安全管理審査の対象設備が拡⼤。
 従前は⽕⼒発電設備及び燃料電池発電設備のみ「登録安全管理審査機関」が使⽤前安全

管理審査を実施していたが、拡⼤後は当該審査の対象となる全設備について「登録安全管理審
査機関」が実施することとなりました。

主たる事業所の所在地業務区域審査の業務を行う電気工作物登録区分法人等の名称

〒105-0012
東京都港区芝⼤⾨2-10-12
KDX芝⼤⾨ビル３F

全国a:全て
b:全てa，b⼀般財団法⼈発電設備技術検査協会

〒104-0032
東京都中央区⼋丁堀2-9-1
RBM東⼋重洲ビル10階

全国
a:⽕⼒、燃料電池、⾵⼒、太陽電池、変電、
需要
b:全て

a，b⽇本検査株式会社

〒160-0023
東京都新宿区⻄新宿1-24-1全国a:全て（需要除く）

b:全てa，bSOMPOリスクマネジメント株式会社

〒231-0023
神奈川県横浜市中区⼭下町22番地全国a:⽕⼒、⾵⼒、変電、送電、需要

b:⽕⼒、⾵⼒a，bビューローベリタスジャパン
株式会社

〒105-0004
東京都港区新橋5-3-1全国a:⽕⼒、燃料電池、⾵⼒、太陽電池、需要

b:全てa，b⼀般社団法⼈⽇本ボイラ協会

〒192-0355
東京都⼋王⼦市堀之内1929-3全国a:全て（⽔⼒除く）

b:全てa，ｂWinspection合同会社

〒105－0001
東京都港区⻁ノ⾨4-3-13 
ヒューリック神⾕町ビル４F

関東地⽅、静岡県、
⼭梨県、福島県

a:全て
b:全てa，bインターテック・インダストリー・

サービス・ジャパン株式会社

〒102-8567
東京都千代⽥区紀尾井町4番7号全国a:⾵⼒

b:⾵⼒a，b⼀般財団法⼈⽇本海事協会



１．最近の電気事業法改正等状況
①認定⾼度保安実施設置者に係る認定制度
②⼩規模事業⽤電気⼯作物に係る届出制度等
③登録適合性確認機関による事前確認制度
④登録安全管理審査機関による審査について

２．電⼒安全⼩委員会・電気保安制度WGの検討状況
①電気主任技術者制度について
②拡充版保安管理業務講習について
③電気保安⼈材等に関する制度の合理化について
④スマート保安技術の活⽤促進について
⑤EV充電器に係る保安規制の⾒直しについて
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＜電気主任技術者免状取得者数の変化＞
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電気主任技術者数の推移

 電気主任技術者の免状取得者数について、直近10年とその前の10年で⽐較すると、第３種
の取得者数は１割（約５千⼈）以上減少。

（出典）保安ネットより作成

第２種

第３種

第１種
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外部委託
91％

4％
統括選任 2％

外部委託従事者の内訳（令和４年３⽉末時点）
・電気保安協会 47％
・電気管理技術者協会 23％
・電気管理技術者（電気管理技術者協会以外）18％
・保安法⼈（電気保安協会以外）12％

（令和５年１⽉末時点） （令和３年３⽉末時点）
兼任 2％ 許可選任 1％

70代以上 3％

60代
31％

50代
22％

40代
17％

30代
14％

20代
13％

71歳以上
44％

61-70歳
33％

41-50歳
9％

51-60歳
12％

21-40歳 3％

（注）中央図︓電気保安協会全国連絡会（5,326名 ※管理業務⽐率50％以上の者を除く）、右図︓全国電気管理技術者協会連合会（5,478名）に所属する外部委託従事
者の年齢構成

（出典）左図︓保安ネット・外部委託従事者提供データ、中央図・右図︓電気保安協会全国連絡会及び全国電気管理技術者協会提供データより作成

電気主任技術者の選任形態、年齢構成

選任形態の内訳 外部委託従事者の年齢構成

電気保安協会 電気管理技術者協会

 電気主任技術者の選任形態は、９割が外部委託。その従事者の内訳は、電気保安協会が約
５割、電気管理技術者協会が約２割等となっている。

 電気保安協会及び電気管理技術者協会の年齢構成は50代以上が過半数と⾼齢化しており、
今後、引退者の増加により、担い⼿の減少が⼀層顕在化するおそれがある。
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電気主任技術者の需給⾒通し
 新たな対策を講じない場合、 2030年度時点で、第２種電気主任技術者は、再エネ設備の増

加が⾒込まれるとの主に需要側の要因から、約1,000⼈不⾜する可能性。
 同様に、2030年度時点で、第３種電気主任技術者は、約800⼈不⾜する可能性。⼈⼝減

少を背景として、その後は主に供給側の要因から、需給ギャップは⼤幅に拡⼤する可能性。

（注） 需要︓2030年度までは資源エネルギー庁「2030年度におけるエネルギー需給の⾒通し」、2030年度以降はIEA” World Energy Outlook 2020”における再エネ設備の導⼊量
等を基に、再エネ設備の増加数を推計、その他の需要設備や変電設備については横ばいと仮定した上で、各年度における全体の設備数を推計。当該設備数の増加割合と同
割合で必要となる主任技術者が増加すると仮定して各年度の需要を推計。

供給︓国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所「⽇本の将来推計⼈⼝（平成29年推計）」における年齢別⼈⼝の変化率及び2018-2020年度の年平均の年齢別新規免状取得者数
等を基に、各年度の年齢別免状保有者を推計。その上で、免状取得者のうち主任技術者として就労する者の割合を推計し、当該割合を各年度の免状取得者に乗することで
各年度の供給を推計。

（出典）第9回電気保安制度ワーキンググループ資料（2022年1⽉17⽇）より作成
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②電気主任技術者の育成・確保
働きやすい労務環境の実現への更なる取組

• 業界内で連携した⼈材育成スキームの構築・強化
• 労務環境のベストプラクティスの共有
• 能⼒・業務実態に応じた適切な評価・賃⾦体系の実現

電気保安業界への⼊職促進
• 保安×IT・⾦融等、異業種連携による魅⼒の多様化・向上

• ⾼校・⼤学等と連携した若年層への更なるアプローチ
• ⼀層の社会的認知度・地位向上に向けた広報活動の強化

①効果的・効率的な保安の実現
主任技術者の更なる活躍に向けた制度の構築
• 監督可能な事業場数等の柔軟化
• 求められる経験年数の柔軟化
• 受験機会の更なる拡⼤
保安と効率化を両⽴するデジタル技術の活⽤促進
• 事業場等の点検頻度の⾒直し
• ２時間以内で到達できる事業場等の柔軟化
• スマート保安技術に関する情報収集・展開、表彰

 ⼈⼝減少の進展に伴い、電気主任技術者の需給ギャップは今後急速に拡⼤するおそれ。また、再
エネ設備の導⼊等により、同技術者の社会的な重要性が⾼まる中、短期・中⻑期の両⾯から、官
⺠⼀丸となった⼈材育成・確保の取組を推進することが必要不可⽋な状況。

 具体的には、①効果的・効率的な保安の実現を図る制度、②電気主任技術者の育成・確保に
資する持続的な取組、を⾞の両輪として、順次検討・実施していく。

 本⽇は、①効果的・効率的な保安の実現を図る制度を主要な論点としつつ、その他の論点を含
め、幅広い観点からご意⾒を頂きたい。

今後の検討事例

現状の課題認識と今後の取組の⽅向性 2023/3/31 第13回
電⼒保安制度ワーキンググループ 資料1



 外部委託従事者に対しては、業務に従事する要件として、電気主任技術者免状を取得した後
に、免状の種類に応じて⼀定の実務経験期間を求めている※。
※ 第⼀種︓３年、第⼆種︓４年、第三種︓５年

 この実務経験期間は、業務の性質上、相応の知識・経験が要求されるとともに、委託者からの
信頼を得る必要があるとの趣旨で設けられたもの。

 この実務経験の習得⽅法や期間の算定⽅法について、保安レベルの維持を前提とした合理化
を求める声が寄せられている。

研修等で集中的に教育を受け
て、必要な技能を習得した場合
には、残り実務経験期間の短縮
を認めて欲しい。

電気管理技術者・
保安法⼈役員

要望内容の例

実務経験期間は勤務⽇数を積
算して算定されるが、⽇に何件
点検に従事しても１⽇として扱
われるため、実際の経験の量に
応じた算定⽅法となっていない。

（出典）右図︓関係事業者へのヒアリングをもとに経済産業省作成

実務経験に関する⾒直しの要望

＜電気事業法施⾏規則＞
第五⼗⼆条 略
２…当該⾃家⽤電気⼯作物の⼯事、維持及び運⽤に関する保安の監督に係る業務（以下

「保安管理業務」という。）を委託する契約…が次条に規定する要件に該当する者と締結さ
れているもの…については、…電気主任技術者を選任しないことができる。

第五⼗⼆条の⼆前条第⼆項⼜は第三項の要件は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当
該各号に定める要件とする。
⼀ 個⼈事業者（事業を⾏う個⼈をいう。）

ロ 別に告⽰する要件に該当していること。
⼆ 法⼈

イ…保安管理業務に従事する者…が前号イ及びロの要件に該当していること。
＜電気事業法施⾏規則52条の2第１号ロの要件等に関する告⽰＞
第⼀条 電気事業法施⾏規則（以下「規則」という。）第五⼗⼆条の⼆第⼀号ロの要件は、

事業⽤電気⼯作物の⼯事、維持⼜は運⽤に関する実務に従事した期間…が、通算して、次
に掲げる期間以上であることとする。
⼀ 第⼀種電気主任技術者免状の交付を受けている者三年
⼆ 第⼆種電気主任技術者免状の交付を受けている者四年
三 第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者五年

2023/10/26 第14回
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保安管理業務講習制度
 令和３年３⽉の告⽰改正により、保安管理業務講習制度が開始。過去の電⼒安全⼩委WG

において、同講習の内容が審議された結果、講習の修了者は、加えて３年の実務経験を経ること
により、外部委託に従事可能と認められた。

 講習の受講者からは、講師の説明のおかげで良く理解できたとの声のほか、実習時間の増加を
希望する声が寄せられている。

 これまでの受講者の６割が20〜30代であり、若年層の⼊職者の⽀援に繋がっている。

講習時間 ()はうち実習講習科⽬保安管理業務に必要なスキル

３時間関係法令１．法令に関する知識
（電事法、労安法等の理解等）

２時間各種設備の概要２．設備に関する知識
（受電設備、発電設備等に関する知識） ４時間電気基礎

４時間（１時間）⽉次点検の⽅法３．設備点検等に関するスキル
⽉次・年次点検、⼯事・竣⼯検査の実務
（各設備の点検ポイント等） ７時間（３時間）年次点検の⽅法

３時間（１時間）⼯事期間中の点検の⽅法

２時間（１時間）点検⽤機械器具の
取扱⽅法

４．点検⽤測定機器の使⽤法、メンテナン
ス⽅法、試験結果の判定のスキル

２時間事故応動５．設備の故障・事故等に対応するスキル
（トラブル箇所特定、復旧 処置等）

２時間作業安全、コンプライアンス、
新技術

６．作業安全管理に関するスキル
（保護具等の取扱い⽅法等）

29時間（６時間）合計

保安管理業務に必要なスキルと講習の内容

講習受講者（2,144⼈）の年齢構成

20代
45％

30代
16%

50代
13%

60代
9%

70代以上
2%

40代
15%

（令和５年９⽉末時点）

（注）令和３年４⽉〜令和５年９⽉に実施された講習受講者の受講年
度末時点の年齢

（出典）事業者から提出のあった受講者名簿より経済産業省作成

（出典）「保安管理業務に必要なスキル」欄︓第１回電気保安制度ワーキンググループ 資料４－１
（p7~8）より抜粋

（出典） 「講習科⽬」「講習時間」欄︓主任技術者制度の解釈及び運⽤（20210208保局第２号）
より経済産業省作成

求められる実務経験期間
第三種第⼆種第⼀種
５年４年３年講習制度利⽤なし
3年3年３年保安管理業務講習

実務経験期間の⽐較

2023/10/26 第14回
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⾒直しの⽅向性︓保安管理業務講習の拡充
 保安管理業務講習は、複数の熟練技能者から必要なスキルを着実に学ぶことができる機会で

あり、その講習内容は、習得すべき知⾒を網羅していることから、⼊職者の育成に⼤変効果的。
 他⽅で、実技の習得の観点からは、実習の時間は必ずしも⼗分とは⾔えない。そのため、実務

経験を通じた習得が期待される実技について改めて整理し、追加的に実習を⾏ってはどうか。
 具体的には、現在の講習の修了者が希望すれば、１年分の実務経験に相当する実習を受講

可能とし、両⽅の修了者は、実務経験年数を更に１年代替可能としてはどうか。
 追加的な講習を受講した場合であっても、なお⼀定の実務経験期間は確保されるため、外部委

託の従事に向けて、外部委託者との関係等を学ぶ機会は確保可能。

実務経験期間の⽐較 実務経験期間で習得が期待される実技
 保安管理業務に必要なスキルのうち、⾚字が実務経験期間での習得が期

待される実技内容
１．法令に関する知識
電事法（保安規程）の理解、労安法等作業安全に係る法律の理解等
２．設備に関する知識
受電設備、発電設備等に関する知識
３．設備点検等に関するスキル
⽉次点検、年次点検、⼯事・竣⼯検査の実務（各設備の点検ポイント等）
４．点検⽤測定機器の使⽤法、メンテナンス⽅法、試験結果の判定のスキル
５．設備の故障・事故等に対応するスキル
（トラブル箇所特定、復旧 処置等）
６．作業安全管理に関するスキル
（保護具等の取扱い⽅法等）

求められる実務経験期間

３種２種１種

５年４年３年講習制度利⽤なし

３年３年３年保安管理業務講習

２年２年２年拡充版保安管理業務講習

2023/10/26 第14回
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条件付き受託制度
 設備容量が⼩さく構造が簡易な設備については、外部委託に従事する上で求められる実務経

験年数は短縮可能との考えのもと、平成26年度の告⽰改正により、⼀定の設備要件を規定し、
実務経験期間を⼀年減じることができる条件付き受託が制度化された。

 これまでに、本制度による保安上の問題は指摘されていない⼀⽅で、主体的な点検の実施や、
外部委託者との関係を学ぶ機会が得られることから、教育的な観点から有意義との声がある。

 他⽅で、保安管理業務講習の開始を契機として、条件付き受託制度の利⽤者は減少。これは、
講習修了者は条件付き受託制度を併⽤できない運⽤であることから、３年の実務経験で外部
委託に従事可能となる選択として、講習が選ばれた結果と考えられる。

＜電気事業法施⾏規則52条の2第１号ロの要件等に関する告⽰＞
第⼀条 電気事業法施⾏規則（以下「規則」という。）第五⼗⼆条の⼆第

⼀号ロの要件は、事業⽤電気⼯作物の⼯事、維持⼜は運⽤に関する実
務に従事した期間…が、通算して、次に掲げる期間以上であることとする。
⼀ 第⼀種電気主任技術者免状の交付を受けている者 三年
⼆ 第⼆種電気主任技術者免状の交付を受けている者 四年
三 第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者 五年

２ 前項第⼀号から第三号までに掲げる期間は、次の各号に掲げる全ての
設備条件に適合する需要設備の⼯事、維持⼜は運⽤に関する保安の監督
に係る業務を⾏う場合には、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該期間か
ら⼀年を減じた期間とすることができる。
⼀ 設備容量が三百キロボルトアンペア以下のもの
⼆ 受電設備がキュービクル式であるもの
三 主遮断装置が、⾼圧限流ヒューズと⾼圧交流負荷開閉器を組み合わせ

て⽤いる形式（PF・S形）のもの

条件付き受託制度の利⽤状況

保安管理業務
講習開始

（令和３年3⽉〜）

（出典）右図︓電気保安協会全国連絡会及び全国電気管理技術者協会提供データより作成

（⼈）

平成30年度 平成31年度 令和２年度 令和３年度

（注）併⽤可能（令和6年5⽉31⽇付の告⽰改正）
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⾒直しの⽅向性︓条件付き受託制度と保安管理業務講習の併⽤
 現⾏の条件付き受託制度は、設備の保安維持と、外部委託従事者としての早期の経験の蓄

積が両⽴可能な制度と考えられる。
 現在、保安管理業務講習の修了者は条件付き受託制度を利⽤できない運⽤となっているが、講

習内容は必要な知⾒を網羅しており、その後の実務経験期間では、外部委託従事者のもと、現
場での実技や外部委託者との関係の習得が進められることから、講習修了者についても、条件付
き受託制度を利⽤する準備はできているものとして、同制度の利⽤を可能としてはどうか。

 また、今般提案している拡充版保安管理業務講習を利⽤し、必要な知⾒に加え、⼀定の実技を
習得した者についても、その後の実務経験期間において、さらなる実技や外部委託者との関係の
習得が進められることから、同様に同制度の利⽤を可能としてはどうか。

 こうした運⽤の⾒直しは、育成者側の経済的な負担を軽減し、新規⼊職者の拡⼤に繋がるもの。
併⽤のイメージ（第三種免状の場合）

免状取得

外部委託従事可

実務経験期間経過条件付き受託制度拡充版保安管理業務講習

３年分の期間を代替

１年⽬ ２年⽬ ３年⽬

実務経験期間

限定的に
従事可能

４年⽬

実務経験期間（２年）

（注）併⽤可能（令和6年5⽉31⽇付の告⽰改正）

2023/10/26 第14回
電⼒保安制度ワーキンググループ 資料1



１．最近の電気事業法改正等状況
①認定⾼度保安実施設置者に係る認定制度
②⼩規模事業⽤電気⼯作物に係る届出制度等
③登録適合性確認機関による事前確認制度
④登録安全管理審査機関による審査について

２．電⼒安全⼩委員会・電気保安制度WGの検討状況
①電気主任技術者制度について
②拡充版保安管理業務講習について
③電気保安⼈材等に関する制度の合理化について
④スマート保安技術の活⽤促進について
⑤EV充電器に係る保安規制の⾒直しについて



拡充版保安管理業務講習の構成
 実務経験を通じて習得が期待される実技は、電気主任技術者の主な業務である、

①竣⼯検査等、②⽉次点検、③年次点検、④事故応動、の技能。
 そこで、拡充版保安管理業務講習ではこれらの技能について訓練を⾏うとともに、近年事故が問題

となっている太陽電池発電設備についても、架台の点検や検査に必要な技能の特殊性に鑑み、別
に訓練を⾏う構成としてはどうか。

 併せて、これらの技能の習得が効果的に⾏えるよう、電気関係の応⽤知識や過去の事故事例な
どを学ぶ、訓練に向けた学習の時間も設けることとする。

拡充版保安管理業務講習の構成（案）

技能訓練

竣⼯検査等 ⽉次点検

事故応動年次点検

太陽電池
発電設備

1

3

2

4

5
過去の

事故事例

電気関係の
応⽤知識

効果的に訓練する
ための学習

学習（座学）

模擬設備での
技能訓練

等
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拡充版保安管理業務講習の時間数
 拡充版保安管理業務講習の時間数は、実務経験期間中の電気主任技術者が１年間に⾏う

こととなる竣⼯検査・年次点検・事故応動（いずれも⾼度な技能が必要）の時間数を基礎と
し、これに異⾳や損傷の確認等の外観点検を主とする⽉次点検の技能訓練の時間数を加えた
ものとしてはどうか。

 具体的には、21事業場分の点検等を⼀般的な業務量と整理したことを踏まえ、１年間に⾏う
年次点検及び竣⼯検査を21件と想定。また、事故応動は１年間に２件⾏うと仮定。これに、
１件当たりの点検等の時間（移動時間を除く。）として３時間を乗じて、
（21件＋2件）×３時間≒70時間程度を基礎とし、これに⽉次点検の技能訓練として５時間
程度を加えた75時間程度を講習時間数の⽬安※とする。
※１⽇に７〜８時間として実施期間２週間程度を想定。

拡充版講習は実務経験１年分に相当 外部委託制度の換算値に係る考え⽅

１⼈当たりの持ち点＝33点※２

（168/5=33.6)

１⼈当たりの⽉間
業務時間
８時間×21⽇/⽉
＝168時間/⽉

平均的な需要設備
（350〜550kVA）
※１の点検時間
＝５時間
（移動時間含む）

※１ 配電線からの受電設備（キュービクル）など
※２ 平均的な需要設備を１点として換算係数を設定

求められる実務経験期間

３種２種１種

５年４年３年講習制度利⽤なし

３年３年３年保安管理業務講習

２年２年２年拡充版保安管理業務講習
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拡充版保安管理業務講習のカリキュラム

※ 測定機器の使⽤法や試験結果の判定、作業安全管理についての訓練を含む

時間内容（現⾏講習から新たに内容を追加したものは⾚字で表記している）項⽬
15時間
程度

設計図⾯と設備等の照合
⼯事期間中の点検（外観点検、ケーブル端末処理確認、ヒューズ容量確認等）
竣⼯検査（外観点検、絶縁耐⼒試験、指⽰計器校正試験、設備台帳作成等）
受電作業
設置者への報告

竣⼯検査等※

5時間
程度

設置者への問診・報告
引込設備、受変電設備、電線路、負荷設備、発電設備、蓄電池設備の点検（外観点検、温度測定、電圧・電流測定、漏

洩電流測定、⾮常⽤発電設備の始動試験等）

⽉次点検※

35時間
程度

点検前準備（操作⼿順書の作成、打ち合わせ、安全⽤具・測定器確認等）・設置者への問診・報告
停電・復電作業（開放・投⼊作業、接地取付・取り外し）
引込設備、受変電設備、電線路、負荷設備、発電設備、蓄電池設備の点検（掃除、外観点検、接地抵抗・絶縁抵抗

測定、保護継電器・連動試験、⾮常⽤発電設備の⾃動起動・停⽌試験、蓄電池設備の電圧・⽐重・液温測定等）

年次点検※

10時間
程度

設置者への問診・報告
低圧事故対応（絶縁監視装置発報時の初動、低圧回路での模擬漏電探査、復旧作業等）
⾼圧事故対応（ヒューズ溶断・保護継電器動作時の初動、⾼圧回路での模擬漏電探査、復旧作業等）
危険体験（危険体感設備での体験、事故動画の視聴等）

事故応動※

5時間
程度

太陽電池パネル・架台の点検
使⽤前⾃⼰確認の⽅法

太陽電池発電
設備の点検※

5時間
程度

電気基礎（計算訓練）
事故応動（事故事例の学習、電気事故報告の⽅法）
太陽電池発電設備の点検（架台の構造）
作業安全・新技術・サイバーセキュリティ

学習
（座学）

 複数の電気主任技術者にヒアリングしたところ、事故応動については、より実践的な訓練を⾏う
べきとの意⾒があり、模擬探査等の技能訓練を加えている。また、太陽電池発電設備についても、
架台の点検等の技能訓練や架台の構造の学習などの項⽬を新たに設けた。
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拡充版保安管理業務講習の運⽤
 拡充版保安管理業務講習は、現⾏の保安管理業務講習と同様に、実施機関の要件及び義

務、講習の科⽬・時間等を内規において定め、それらに適合することを毎年度経済産業省が確
認することで、講習の適切な実施を確保する。

内規の規定事項（案） 経済産業省による確認

電気保安に関する研修等を適切に開催した実績があること
講習の講師は実務経験を積んだ電気主任技術者であること
講習に必要な教材、設備※、機械器具等を備えていること
講習の内容が内規に定めた科⽬・時間等に合致していること。
原則毎年度１回以上講習を開催すること
受講許諾に当たり実施機関の従業員と外部の受講希望者と

を公正に取り扱うこと。
講習の終了後、遅滞なく報告書及び修了者名簿を経済産業

省へ提出すること。
受講料は各実施機関で定め経済産業省の確認を受けること。

講習の科⽬・具体的範囲・時間
受講者は、現⾏の保安管理業務講習の修了者であること

※ 講習に必要な設備は以下。ただし、同じ教育効果が⾒込まれる他の⽅法で代替す
る場合にはこの限りではない。
受変電設備（CB型及びPF-S型）、低圧盤、⾮常⽤発電機（内燃機関を⽤
いるもの）、蓄電池設備、電柱・電線、気中負荷開閉器、太陽電池発電設備
（パネル・架台）

実施機関 経済産業省

 毎年度、講習の実施
計画書等を提出  実施機関・講習内容

が内規に定める要件
を満たしているか確認

 確認後、電⼒安全課
HPに実施機関の名
称等を掲載

講習終了

 保安管理業務講習
の実施に当たり、受講
者を募集。

 実施結果報告書及
び修了者名簿を提出

 適切に講習が実施さ
れていたか確認

<提出書類>
実施計画書（⽇程・会場・定員等）
実施要領（公募⽅法等）
研修等を過去適切に開催した証憑
カリキュラム・教材・設備⼀覧
受講料の設定に係る説明書
その他要件適合性に係る説明書 等
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１．最近の電気事業法改正等状況
①認定⾼度保安実施設置者に係る認定制度
②⼩規模事業⽤電気⼯作物に係る届出制度等
③登録適合性確認機関による事前確認制度
④登録安全管理審査機関による審査について

２．電⼒安全⼩委員会・電気保安制度WGの検討状況
①電気主任技術者制度について
②拡充版保安管理業務講習について
③電気保安⼈材等に関する制度の合理化について
④スマート保安技術の活⽤促進について
⑤EV充電器に係る保安規制の⾒直しについて



 太陽電池発電所等で電気主任技術者が⾏う業務の外部委託は、電気保安の観点から⾼圧
（７千V以下）での系統連系に限られており、特別⾼圧（７千V超）では認められていない。

 電気主任技術者不⾜が懸念される状況を踏まえ、特別⾼圧で系統連系する場合に外部委託
を認めることについて、特別⾼圧設備の保安管理の現状を踏まえた検討を⾏う。

外部委託の対象設備の範囲は以下。
 ⾼圧（7千V以下）で連系された設備であること
 下記の設備については、下表の出⼒未満であること

設備規模設備
５千kW未満太陽電池発電所・蓄電所
２千kW未満⽕⼒・⽔⼒・⾵⼒発電所

外部委託の対象設備

メガソーラー等の電気主任技術者業務の外部委託の検討

外部委託の対象設備に係る規定
＜電気事業法施⾏規則（平成七年通商産業省令第七⼗七号）＞
（主任技術者の選任等）
第五⼗⼆条 （略）
２ 次の各号のいずれかに掲げる⾃家⽤電気⼯作物に係る当該各号に定める事業

場のうち、当該⾃家⽤電気⼯作物の⼯事、維持及び運⽤に関する保安の監
督に係る業務（以下「保安管理業務」という。）を委託する契約（以下
「委託契約」という。）が次条に規定する要件に該当する者と締結されているも
のであって、保安上⽀障がないものとして経済産業⼤⾂（略）の承認を受けた
もの（略）については、同項の規定にかかわらず、電気主任技術者を選任しな
いことができる。
⼀ 出⼒五千キロワット未満の太陽電池発電所⼜は蓄電所であって電圧七

千ボルト以下で連系等をするもの （略）
⼆ 出⼒⼆千キロワット未満の発電所（⽔⼒発電所、⽕⼒発電所及び⾵⼒

発電所に限る。）であって電圧七千ボルト以下で連系等をするもの（略）
三 出⼒千キロワット未満の発電所（前⼆号に掲げるものを除く。）であって

電圧七千ボルト以下で連系等をするもの （略）
四 電圧七千ボルト以下で受電する需要設備 （略）
五 電圧六百ボルト以下の配電線路 （略）

３・４ （略）
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技術員（設置者の従業者）

 特別⾼圧設備は、⼤型の変電設備や開閉器、構内の電線路など、設備が多様かつ規模も⼤き
い。また、仮に事故が発⽣した際には、安全⾯や系統への影響が⼤きいと考えられるため、電気主
任技術者が事業場に常駐し、保安の確保を図っている。

 これらの電気主任技術者は、⽉次・年次点検時に複数の技術者を管理しつつ対応していること に
加え、⽇常的に、①運転状況の監視、②点検・⼯事計画の策定、③技術員の教育や⼈事管理、
外部事業者との調整などの業務を⾏っている。

 他⽅、電気主任技術者業務の外部委託においては、電気主任技術者の常駐は想定されず、
主に⽉次・年次点検の際に事業場を訪問し、設備を監督することが想定される。そのため、外部
委託により特別⾼圧設備を監督する場合、保安確保に懸念が⽣じるおそれがある。

 こうした現状に加え、外部委託は、⾼圧設備の保安レベルに鑑みて認められた制度であることを
踏まえれば、外部委託による特別⾼圧設備の監督は引き続き認めないこととしてはどうか。

特別⾼圧設備における主任技術者の業務実態

保安管理の現状を踏まえた外部委託の可能性

主任技術者
OM事業者等（外部）

年次点検等の補助

業務内容
の調整

保安教育・⼈事管理
運転監視
定期点検

点検計画・⼯事計画の策定

特別⾼圧設備

（出典）特別⾼圧設備の設置者へのヒアリングをもとに経済産業省作成
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外部委託における２時間ルールの柔軟な運⽤
 外部委託においては、電気主任技術者が常駐する事務所等から監督する事業場まで２時間以

内に到達できることが監督の要件とされている（いわゆる「２時間ルール」。）。
 この２時間ルールについては、事故が発⽣した際に、やむを得ない理由で受託している主任技術

者が現場に急⾏できない場合等に、現場に急⾏できる別の主任技術者が受託者に代わって応急
対応を⾏うなど柔軟に運⽤することで、保安の確保と無理のない働き⽅の両⽴が図られている。

「保安センター」による代⾏者の⼿配 GPSを活⽤した迅速な事故対応

受託者

①事故発⽣

需要設備

保安センター
②対応依頼 ③対応要請

代⾏者

④応急対応

東京管理技術者協会では、事故が発⽣した際に、やむを
得ない理由で受託者が対応できない場合に、代⾏
者の⼿配を24時間体制で⾏う「保安センター」を設置。
迅速な事故対応の実現を図っている。

⑤引継ぎ

コールセンター

保安業務従事者

電気設備

無線通信を利⽤した
絶縁監視装置

①対応指⽰③事故対応

GPS検索により事故発⽣場所付近の保安業
務従事者へ「事故対応要請メール」を送信。①対応指⽰

コールセンターより出動指⽰を受けた保安業務
従事者は、事故の発⽣した事業場に急⾏。②急⾏

問診及び事故調査を実施。③事故対応

連絡

②急⾏

漏電発⽣

（出典）公益社団法⼈東京電気管理技術者協会提供資料、電気保安協会全国連絡会提供資料より経済産業省作成

2024/3/19 第15回
電⼒保安制度ワーキンググループ 資料2



海

変電所
(連系⽤) ⾵⼒発電所

送電線

変電所
(陸揚⽤)

サイバーセキュリティの確保、災害時の対処⽅
針策定、教育・研修を⾏った担当技術者が
２時間以内に設備に到達できること、等を満
たす場合、主任技術者⾃⾝の２時間以
内の到達は要さないこととされた。

法律※に規定される「過疎地域」、「離島
振興対策実施地域」及び「離島」に設置
された設備については、「保安管理業
務の円滑かつ適切な実施に⽀障が⽣じ
ないよう配慮」することとされている。

監督する電気⼯作物が洋上⾵⼒発電
所である場合、当該事業場までではなく、
当該設備に接続されており、陸上に設置
されている電路を遮断する装置まで、 ２
時間以内に到達することを求めている。

「過疎地域」等（ピンク塗りつぶし部分等）
（出典）過疎関係市町村都道府県別分布図（令和４年４⽉︓総

務省⾃治⾏政局）を経済産業省にて加⼯

※過疎地域の持続的発展の⽀援に関する特別措置法等

電路を遮断する装置
２時間以内に到達

洋上⾵⼒発電所に係る運⽤ 過疎地域等に係る運⽤ 統括における担当技術者制

（参考）洋上・僻地等における２時間以内到達要件の柔軟化について
 統括・兼任についても、外部委託と同様に電気主任技術者が常駐する事務所等から監督する

事業場まで２時間以内に到達できることが監督の要件とされているが、
（１）兼任・外部委託については、①洋上⾵⼒発電所、②過疎地域等に設置されている電気

⼯作物について、
（２）統括については、①洋上⾵⼒発電所、②担当技術者を配置した事業場について、
当該要件の柔軟化が認められている。
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 電気⼯事業界においても担い⼿不⾜を懸念する声あり。
 平成30年度から、第⼆種試験を年２回化するとともに、令和５年度から、CBT⽅式

（Computer Based Testing）を導⼊。さらに、令和６年度から、第⼀種試験の年２回
化を予定しており、試験⽇程や試験会場数を⼤幅に拡充。

第⼆種電気⼯事⼠試験第⼀種電気⼯事⼠試験

筆記︓年１回筆記︓年１回〜平成29年度
筆記︓年２回↓平成30年度〜

↓↓令和４年度
筆記︓年２回 全国約70会場
⼜は
CBT︓年２回（36⽇間から受験⽇を選択）
全国約200会場

筆記︓年１回 全国約70会場
⼜は
CBT︓年１回（18⽇間から受験⽇を選択）
全国約200会場

令和５年度

筆記︓年２回 全国約70会場
⼜は

CBT︓年２回（36⽇間から受験⽇を選択）
全国約200会場
試験時期︓上期試験（学科:4⽉、技能:7⽉）

下期試験（学科:9⽉、技能:12⽉）

筆記︓年１回 全国約70会場
⼜は
CBT︓年２回（57⽇間から受験⽇を選択）
全国約200会場
試験時期︓上期試験（学科:4⽉、技能:7⽉）

下期試験（学科:9⽉、技能:11⽉）

令和６年度〜

電気⼯事⼠試験の受験機会の拡⼤

受験機会の拡⼤
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 太陽電池発電設備をはじめ、再エネ設備は引き続き増加が⾒込まれる中、今後、これらを監督
する電気主任技術者が不⾜するおそれ。

 電気保安分野への挑戦を後押しするため、令和４年度から、第三種電気主任技術者試験を年
２回化するとともに、令和５年度から、CBT⽅式（Computer Based Testing）を導⼊し、
試験⽇程や試験会場数を⼤幅に拡充。

第三種電気主任技術者試験

筆記︓年１回 約90会場
⽇程︓⼀次試験（８⽉）〜令和３年度

筆記︓年２回 約80会場
⽇程︓上期試験（８⽉）

下期試験（３⽉）
令和４年度

筆記︓年２回 約60会場 ⼜は
CBT︓年２回（50⽇間から受験⽇を選択）
※能登半島地震の被災地に住所のある⽅は、更に7⽇間延⻑
全国約200会場
⽇程︓上期試験（７⽉）

下期試験（２⽉）

令和５年度〜

電気主任技術者試験の受験機会の拡⼤

受験機会の拡⼤
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１．最近の電気事業法改正等状況
①認定⾼度保安実施設置者に係る認定制度
②⼩規模事業⽤電気⼯作物に係る届出制度等
③登録適合性確認機関による事前確認制度
④登録安全管理審査機関による審査について

２．電⼒安全⼩委員会・電気保安制度WGの検討状況
①電気主任技術者制度について
②拡充版保安管理業務講習について
③電気保安⼈材等に関する制度の合理化について
④スマート保安技術の活⽤促進について
⑤EV充電器に係る保安規制の⾒直しについて



スマート保安技術の活⽤促進と確⽴した技術の着実な活⽤
 発電所や送電鉄塔等については電⼒会社によるスマート保安技術の活⽤が進む⼀⽅で、⾃家

⽤電気⼯作物についてもスマート保安技術の活⽤を促進するため、令和３年に、キュービクル内に
カメラや複数のセンサを設置することで、遠隔での点検の実施が可能となる特例が設けられた。

 このいわゆる「スマート保安キュービクル」については、今後の技術⾰新と低廉化による普及拡⼤
が期待される⼀⽅で、⼈⼿不⾜の急速な進展が懸念される中で引き続き電気保安を確保する
ため、既に確⽴した信頼性の⾼い技術の活⽤促進にも併せて取り組むこととしてはどうか。

スマート保安キュービクルの概要 点検⽅法の特例

カメラ・センサ類を設置
通信回線

遠隔での⽉次点検

６⽉５⽉４⽉３⽉２⽉１⽉

遠隔遠隔現地遠隔遠隔現地

12⽉11⽉10⽉9⽉8⽉7⽉

遠隔遠隔現地遠隔遠隔現地

＜設備要件＞
監視設備（カメラ、電流・温度センサ等）の設置
監視情報伝送のための通信機器の設置
第三者機関による認証の取得
低圧絶縁監視装置の設置 等

外部委託において、⽉次点検は現地での実施が
原則とされているところ、スマート保安キュービクル
については、現地での⽉次点検を３⽉に１度
（２度はカメラ等を活⽤した遠隔での点検）とす
ることが可能になった。
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変圧器２次側の
電流を計測

低圧絶縁監視装置

確⽴した技術の活⽤︓低圧部の絶縁監視及び⾼圧部の設備の信頼性維持
 低圧部については、低圧絶縁監視装置を設置を促すとともに、新たに⾼圧部について、①更新推

奨期間内の設備更新、②負荷の監視による過負荷状態の回避を促し、事故が起こりにくい状態
を維持することにより、電気保安の確保を図ってはどうか。

 具体的には、① 経済産業省の確認を受けた「設備更新計画」に従って設備を更新し、② 各変
圧器２次側の電流値を監視し過負荷状態を把握・是正している場合には、⾼圧部の設備の信
頼性が維持されることから、点検頻度の特例を設けてはどうか。

設備更新計画について 電流値の監視について 変圧器の故障原因内訳

･･･R21R20R7R6

更新設備１

更新設備２

対象設備は、波及事故を防⽌する上
で重要である⾼圧ケーブル、PAS、遮
断器等を想定

主任技術者に対し、設置者へ更新計
画の履⾏指導及び不履⾏の場合に
経済産業省へ報告するよう求める

※イメージ図

各変圧器の２次側の電流値を監視し、かつ
⼀定期間のログの保存を求める

過負荷状態が継続する場合には、設置者に回
避を指導することを、主任技術者に義務付け

10%

26%

13%

37%

14%

29%

12%
12%

38%

9%

■ ⾃然劣化 ■過負荷 ■施⼯・製作不良・保守不完全等
■ ⾃然災害・他物接触等の突発的要因 ■その他

変圧器の設置後経過年数
20年未満(239件) 20年以上(333件)

全国の電気保安協会（四国電気保安協会及び沖縄電
気保安協会を除く。）における異常警報応動（記録が
確認出来たものに限る。）において、変圧器の故障を確認
したもの（572件。原因不明のものを除く。）について、そ
の原因を分類した。

電流計

ログを記録

（出典）右図︓電気保安協会全国連絡会提供データより経済産業省作成
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 全国の電気保安協会（四国電気保安協会及び沖縄電気保安協会を除く。）における異常警報応動のうち、⾃然劣化に
起因する機器の故障が発⽣していたと確認できたものについて、各機器の設置後経過年数毎に集計。

（注1） ⾃然劣化に起因するものに限り、⾃然災害や他物接触などの突発的原因や施⼯・製作不良、保守不完全、過負荷によるものを除く
（注2） 令和4年度における、全国の電気保安協会（四国電気保安協会及び沖縄電気保安協会を除く。）の受託件数に対する、当該電気保安協会における異常警報応動のうち⾃然

劣化に起因する機器の故障が発⽣していた件数（記録が確認出来たものに限る。）の割合（⼩数第３位で四捨五⼊）

点検頻度の延伸の範囲
 現⾏では、低圧絶縁監視装置を設置した場合、電気主任技術者による⽉次点検は隔⽉に延

伸可能であり、さらにスマート保安キュービクルを設置した場合、３⽉に１度に延伸可能。
 低圧絶縁監視装置を設置し、かつ、⾼圧部の設備を適切に管理・更新する場合には、スマート

保安キュービクルと同様に電気保安の確保が期待されることから、その点検頻度についても同様
に、３⽉に１度に延伸可能としてはどうか※。
※ なお現⾏制度上、点検頻度が3⽉に１度の事業場は、換算係数に0.45を乗じることとされているため、本措置により

点検頻度を伸ばした事業場についても、同様に換算係数に0.45を乗じることとする。

 なお、⾃然劣化に起因する変圧器等の故障割合(注1)は、電気主任技術者による点検もあり全体
としては低い状況（約0.07％ (注2)）にあるが、故障した設備の７割超は、設置後20年以上が
経過しており、また、経年により故障数は増加している。

変圧器の経過年数・故障件数の関係 PAS(制御装置)の経過年数・故障件数の関係

6
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0
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0
0

0~4 5~9 10~14 15~19 20~24 25~29 30~34 35~39 (年) 0~4 5~9 10~14 15~19 20~24 25~29 30~34 35~39 (年)

（出典）電気保安協会全国連絡会提供データより経済産業省作成
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１．最近の電気事業法改正等状況
①認定⾼度保安実施設置者に係る認定制度
②⼩規模事業⽤電気⼯作物に係る届出制度等
③登録適合性確認機関による事前確認制度
④登録安全管理審査機関による審査について

２．電⼒安全⼩委員会・電気保安制度WGの検討状況
①電気主任技術者制度について
②拡充版保安管理業務講習について
③電気保安⼈材等に関する制度の合理化について
④スマート保安技術の活⽤促進について
⑤EV充電器に係る保安規制の⾒直しについて



EV充電器の特性を踏まえた換算係数の検討
 電気事業法上、電気主任技術者は、EV充電器を含む需要設備の監督について、その設備容

量を踏まえた点数換算で最⼤33点まで受託が可能であり、⽉次・年次点検等を実施している。
 今後、EV充電器の増加等により、設備を監督する電気主任技術者の不⾜も考えられる中、保安

レベルの維持に向けて、その設備特性を踏まえた新たな保安制度のあり⽅について検討したい。

外部委託制度の換算値※に係る考え⽅ 需要設備の換算係数

〇平成⼗五年経済産業省告⽰第⼆百四⼗九号

１⼈当たりの持ち点＝33点
（168/5=33.6)

１⼈当たりの⽉間業務
時間
８時間×21⽇/⽉
＝168時間/⽉

平均的な需要設備（350
〜550kVA）の点検時間
= ５時間
＝１点（換算値）

 換算値は、事業場の設備容量毎に対応する換算係数
に、点検頻度等を加味した圧縮係数を乗じて得た値。

 例えば、350kVAの需要設備（換算係数1.0）を１回
／⽉の頻度で点検を実施する場合（圧縮係数1.0）の
換算値は１点となる。

換算係数事業場
０．３低圧需要

設備 ０．４設備容量が64kVA未満

⾼

圧

０．６設備容量が64kVA 以上150kVA未満
０．８設備容量が150kVA 以上350kVA未満
１．０設備容量が350kVA 以上550kVA未満
１．２設備容量が550kVA 以上750kVA未満
１．４設備容量が750kVA 以上1000kVA未満
１．６設備容量が1000kVA 以上1300kVA未満

・
・
・・・・

３．０設備容量が8800kVA以上
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EV充電器の設置及び点検状況
 近年、SA・PAや商業施設の駐⾞場等の⼀区画にEV充電器を設置し、EV充電サービスを提

供する事業者が増加。こうした事業場の負荷設備は専らEV充電器であり、調査によれば、その
設置基数は平均で１〜３基。

 EV充電器の保守管理はメーカー等が実施。そのため、電気主任技術者は、キュービクル等の点検
のほか、EV充電器については外観点検のみ⾏っており、その点検に時間を要していない。また、その
点検時間は設置基数によらず概ね⼀定。

設備容量毎のEV充電器平均設置基数
（令和６年１⽉末時点）

動⼒Tr

VCT

主遮断装置
(VCB)

DS

受電盤

キュービクル

PAS

負荷設備
（充電器本体）

EV充電器

（出典）右図︓電気保安協会全国連絡会提供データより経済産業省作成

750以上
1000未満

550以上
750未満

350以上
550未満

150以上
350未満

64以上
150未満

64未満設備容量
[kVA]

1.81.83.31.11.11.0平均設置
基数[基]

電気保安協会全国連絡会に所属する外部委託従事者が受
託する事業場のうち、負荷設備がEV充電器本体のみである
事業場（1,134件）を調査。

各設備容量階級の事業場毎に、１事業場当たりのEV充電
器設置基数の平均値（⼩数第2位で四捨五⼊）を算出。

なお、調査時点では設備容量1000kVA以上の事業場の
受託は確認できなかった。

受変電設備
（キュービクル等）

負荷設備が専らEV充電器である事業場

1000kVA未満の事業場では⼀般に、
負荷設備にかかわらずキュービクルの数・
内容等は変わらず、点検内容は同様。

メーカー等がEV充電器内部
の点検を実施。
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⾒直しの⽅向性︓専らEV充電器を設置する事業場の換算係数の⾒直し
 専らEV充電器を設置する事業場※について、キュービクル等以外の負荷設備の点検に時間を

要しないことから、その換算係数は、設備容量が⼩さい事業場と同じ0.4点としてはどうか。
（設備容量が⼩さい事業場としては、例えばコンビニなどがあるが、負荷設備の点検として、分電
盤等の外観点検のほか、温度や電流の測定等を実施している。）

 その際、設備容量が1000kVA以上の事業場については、その実態を把握できていないことから、
換算係数は0.4点とはせず、従前のままとする。

 なお、専らEV充電器を設置する事業場であっても、キュービクル等の⽉次・年次点検等の必要
性は変わらないことから、EV充電器の設備特性を踏まえた点検頻度の⾒直しは⾏わない。

⾼圧EV充電器に係る換算係数の⾒直し
換算係数事業場

現
⾏

０．４設備容量が64kVA未満

⾼
圧

０．６設備容量が64kVA 以上150kVA未満

０．８設備容量が150kVA 以上350kVA未満

１．０設備容量が350kVA 以上550kVA未満

１．２設備容量が550kVA 以上750kVA未満

１．４設備容量が750kVA 以上1000kVA未満

１．６設備容量が1000kVA 以上1300kVA未満

１．８設備容量が1300kVA 以上1650kVA未満
•
•
•

•
•
•

３．０設備容量が8800kVA以上

換算係数事業場

⾒
直
し
後

０．４設備容量が64kVA未満

⾼
圧

０．４設備容量が64kVA 以上150kVA未満

０．４設備容量が150kVA 以上350kVA未満

０．４設備容量が350kVA 以上550kVA未満

０．４設備容量が550kVA 以上750kVA未満

０．４設備容量が750kVA 以上1000kVA未満

１．６設備容量が1000kVA 以上1300kVA未満

１．８設備容量が1300kVA 以上1650kVA未満
•
•
•

•
•
•

３．０設備容量が8800kVA以上

設
⼀備
定容
の量
換 に
算関
係わ
数 ら

ず

※ EV充電器の他、EV充電器の横に設置される電灯や監視カメラなど、電気⾃動⾞等へ電気を供給することを⽬的とする電気を使⽤するための電気⼯作物が設置されている場合について
は、それにより主任技術者の点検に要する時間に⼤きな影響がないと⾒込まれる場合に限り、本⾒直しの対象とする
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ご清聴ありがとうございました。

那覇産業保安監督事務所 保安監督課


